
習志野市民ホール催物の入場制限の緩和について 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため７月１日より行っている貸出制限について、国および

県の方針に則り、令和３年２月末日までの間、必要な感染防止策が担保される場合に限り、条件付

きで入場制限が緩和されることとなりました。（≪遵守するガイドライン等≫をご確認ください。） 

ご利用に際しましては、以下のガイドライン等を遵守いただきますようお願い致します。 

なお、利用の制限は、国および県の方針を参考に適宜見直してまいります。何卒、ご理解とご協

力を賜りますよう、お願い申し上げます。                      【令和２年１１月１７日】 

≪収容人数≫ 

① 大声での歓声・声援等がないことが前提の催物 

  ⇒定員の１００％（２９１席・車いす席１を含む）以内。  

（立ち見は不可。1列目の取り扱い制限あり。） 

② 大声での歓声・声援等が想定されるもの 

  ⇒定員の原則５０％（１４５席）以内。 

（立ち見は不可。５名以内の同一グループ内では座席の間隔を設ける必要なし。） 

≪期間（施設使用期間）≫ 

・令和２年１１月１日～令和３年２月２８日まで 

≪遵守するガイドライン等≫ ※各ホームページより条件をご確認ください 

◆「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請（９月１５日）」【千葉県】 

◆「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定版（９月１８

日付改定）」【（公社）全国公立文化施設協会】 

◆催物内容が属する、見直し後の「業種別ガイドライン」【各業界】 

◆「習志野市版 あたらしいルール（改訂版）」【習志野市】 

≪違約料≫ 

・今年度中 の利用に限り、 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う使用取消 また 

は変更の場合は、違約料はいただきません。 

≪留意事項≫  

・当該期間においても国の方針等に応じ、制限等を変更する場合があります。 

・３月１日以降の制限については、国の方針等を踏まえ対応いたします。 

・状況により制限が強化される可能性がありますので、慎重に計画くださいますようお願い

致します。 

  

【お問合せ】 習志野市民ホール              TEL：047-476-3213（代表） 

    習志野市教育委員会社会教育課  TEL：047-451-1151（代表） 

 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti20.html
https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0918covid_19.pdf
https://www.zenkoubun.jp/covid_19/files/0918covid_19.pdf
http://narabunh.jp/files/lib/4/277/202010071242451661.pdf


新型コロナウイルス感染症への対策とお客様へのお願い 

施設：習志野市民ホール  令和 2年１１月 1７日更新  

【施設収容人数】 

●条件付きで入場制限が緩和されます。 

※期間：令和２年１１月１日～令和３年２月２８日までの使用 

①大声での歓声・声援等がないことが前提の催物 

⇒定員の１００％（２９１席・車いす１席を含む）以内。 

（立ち見は不可。1列目の取り扱い制限あり。） 

②大声での歓声・声援等が想定されるもの 

  ⇒定員の原則５０％（１４５席）以内。 

   （立ち見は不可。5名以内の同一グループ内では座席の間隔を開ける措置は不要です。） 

【感染症予防対策】 

・ホール入口にアルコール消毒液を設置しています。 

・職員は手洗い・手指消毒、マスク着用を徹底しています。 

・受付窓口にビニールシートを設置しています。 

・お客様が触れる頻度が高い場所はアルコール消毒をしています。 

・業種別ガイドライン「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ

イン改定版（9月 18日付）」【公益社団法人全国公立文化施設協会策定】に従い対策に取

り組んでいます。 

【ご来場のお客様へお願い】 

・以下に該当する場合は、ご来場をお控えください。 

・平熱と比べて高い発熱がある 

・咳、咽頭痛、味覚・臭覚障害、その他体調がすぐれない 

・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触があった 

・過去 2 週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地

域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触があった 

・マスクの原則常時着用、咳エチケットおよび手洗い・手指消毒の徹底をお願いします。 

・ソーシャルディスタンスの確保、および大きな声での会話はお控えください。 

・ホール窓口へご来館の際には、来館記録票へのご記入にご協力ください。（保管期間１ヶ月）

状況に応じ、保健所などの公的機関へ提供させていただきますので予めご了承ください。 

・催物でのご来館の際には、上記のほか各主催者からのお願い事項をお守りください。 

・厚生労働省の接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の活用にご協力ください。 

 

 

上記の対策等は、国および千葉県等の方針に則り、適宜見直してまいります。皆様のご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

お問合せ：習志野市民ホール TEL：０４７－４７6－３２１３（代） 



令和２年１１月１７日現在 

 

施設ご利用にあたってのお願い 

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、施設ご利用にあたり令和２年１１月１日

～令和３年２月２８日まで下記の通りご対応の程よろしくお願いいたします。 

お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

（習志野市民ホール） 

 

１．同意書とチェックシートの提出 

◆申請時に別紙「同意書」を提出してください。 

◆使用日（当日）に別紙「チェックシート」を提出してください。 

 

２．会場収容定員数（国および県の方針によって変更となる場合があります） 

 ◆必要な感染防止策が担保される場合に限り、以下の通り緩和されます。 

  ※感染防止策・・・「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件」 

        ・・・「感染防止のチェックリスト」 

  （【令和２年９月１１日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務 

   連絡「１１月末までの催物の開催制限等について」】より） 

① 大声での歓声・声援等がない催物…２９１席（定員の１００％）以内 

 ② 大声での歓声・声援等が想定される催物…１４５席（定員の５０％）以内 

※仮設席は不可とします。 

   

３．連絡体制について 

 ◆主催者全員および来場者（観客）の氏名・連絡先等を把握し、必要に応じて保健

所等の公的機関への情報提供にご協力ください。 

※上記対象者に情報提供する可能性があることを事前に周知してください。 

 

４．楽屋について 

◆楽屋については下記の措置をとるようお願いいたします。 

  ・ソーシャルディスタンスの確保 

  ・換気（可能であれば常に扉を開けた状態にしてください。閉める場合は、１時

間に１回５～１０分ほどの定期的な換気を行ってください。） 

  ・消毒（ドアノブ、椅子、机、スイッチ、蛇口、電話、給湯場、冷蔵庫など） 

   ※楽屋で使用する消毒液については必要な分のご用意をお願いいたします。 

・楽屋使用人数の目安  １０名 

 

５．施設内の消毒液について 

◆ロビー入口前、各トイレ入口前、舞台下手に設置してあります。 

その他の場所（会場の出入口等）については、必要箇所に主催者が消毒液を設置 

し、不足が生じないように定期的な点検を行ってください。 

また、会場内の不特定多数が触れやすい場所の消毒を定期的に行ってください。 

 

 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/documents/hosoku.pdf
http://narabunh.jp/files/lib/4/280/202010081147044638.pdf


６．来場者の対応について 

◆下記事項を来場者（観客）に事前に周知してください。 

  ・新型コロナウイルス感染症の疑いがある者の来場を控える 

  ・会場入場時に検温の実施 

・咳エチケット、マスク原則常時着用、手洗いおよび手指の消毒の徹底 

  ・来場者同士の接触（場内での会話等含む）は極力避ける 

・入場待機列は１ｍ以上（できるだけ 2ｍ）の間隔を空ける 

・厚生労働省の接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用を促す 

・氏名および連絡先等の情報を保健所等の公的機関に提供する可能性があること 

  ・出演者へのプレゼントや差し入れ等は控える 

  ・チケット確認（もぎり）の簡略化（※推奨） 

   例：お客様自身に行ってもらい、受付担当スタッフは目視で確認する。 

 

７．物販について 

◆下記のような感染防止措置を行った上で実施してください。 

・購買者の列は１ｍ以上（できるだけ 2ｍ）の間隔を空けて整列させる。 

  ・物販に関わる関係者は、マスクの着用に加え、必要に応じて手袋やフェイス 

シールド等を着用する。 

 

８．公演について 

◆公演を開催するにあたり、下記の措置をとるようお願いいたします。 

 ・会場内における不特定多数が触れやすい場所の定期的な消毒 

・開場、休憩時間について余裕のあるスケジュール設定 

・必要に応じて客席の自然換気の実施（扉の開放） 

 ※扉を開放する際は必ず扉の前に人員を配置してください 

  ・座席（エリア）指定による入退場の時間調整など密を避ける工夫 

  ・公演中、出演者と来場者の接触にあたる行為（客席への移動、観覧者をステー

ジに上げる、ハイタッチ等）の禁止 

  ・舞台の仕込み、リハーサル、撤去について余裕のあるスケジュール設定 

  ・作業を行うスタッフは必ず手袋を着用する（種類は問わない） 

  ・舞台備品の椅子、譜面台、机、司会台、演台については、撤去時にホール舞台

担当と協力して消毒を行いながら片付ける 

 

以上のことをお守りいただきながら、ご利用いただきますようお願いいたします。

その他、「劇場、音楽堂における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定

版【令和２年９月１８日付】」（公益社団法人全国公立文化施設協会策定）を参考に対

応してください。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によっては上記内容の変更および施

設の休館、緊急事態宣言の発令等が出た場合は利用中止のお願いをすることがありま

すので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 


